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平成２１年１月２８日判決言渡

平成２０年（行ケ）第１０２５８号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２０年１１月２７日

判 決

原 告 Ｘ

被 告 特 許 庁 長 官

指 定 代 理 人 鈴 木 修

同 酒 井 福 造

同 小 林 和 男

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が不服２００７－２４９６７号事件について平成２０年５月２１日に

した審決を取り消す。

第２ 争いのない事実

１ 特許庁における手続の経緯

原告は，平成１３年１月１１日に登録出願した商願２００１－６５３２

号（以下「原出願」という。）の商標法１０条１項の規定による分割出願と

して，平成１７年１１月２１日，「ＭＩＺＵＨＯ．ＮＥＴ」の文字を標準文

字で書してなる商標（以下「本願商標」という。）について登録出願し（商

願２００５－１０９１７０号。以下，この出願を「本願」という。），平成

１８年１０月４日付けの手続補正書により，指定役務を別紙役務目録１記載

のとおりとする補正をしたが，平成１９年８月２日，拒絶査定を受けたの

で，これに対する不服の審判（不服２００７－２４９６７号事件）を請求し
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た。

特許庁は，平成２０年５月２１日，「本件審判の請求は，成り立たな

い。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同年６月１１日，その

謄本を原告に送達した。

２ 本件審決の理由

別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願商標は，下記(1)及び(2)

の理由により，商標法４条１項１１号に該当するから，商標登録をすること

ができない，というものである。

(1) 本願商標は，その構成中の前半部の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分が独立

して取引に資するものであるから，本願商標と登録第４５４７２４１号商

標（以下「引用商標」という。引用商標は，「ＭＩＺＵＨＯ」の欧文字を

標準文字で表してなり，平成１１年１２月１６日に登録出願され，別紙役

務目録２記載の役務を指定役務として，平成１４年３月１日に設定登録さ

れ，株式会社みずほフィナンシャルグループ〔以下「みずほフィナンシャ

ルグループ」という。〕を権利者とするものである。）とは，自他役務の

出所識別標識として機能する「ＭＩＺＵＨＯ」の文字を同じくするから，

その外観，称呼及び観念のいずれの点から見ても，互いに相紛れるおそれ

のある類似の商標である。

(2) 本願商標の指定役務中，別紙役務目録３記載のものは，引用商標の指定

役務と同一又は類似するものである。

第３ 当事者の主張

１ 原告の主張

本件審決は，「本願商標は，前半部の『ＭＩＺＵＨＯ』の文字部分が独立

して取引に資されるものというのが相当である。したがって，本願商標は，

その構成中『ＭＩＺＵＨＯ』の文字部分から，『ミズホ』の称呼及び『みず

みずしい稲の穂』の観念が生ずるものと認められる。他方，引用商標は，『
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ＭＩＺＵＨＯ』の欧文字を標準文字で表してなるものであるから，『ミズホ

』の称呼及び『みずみずしい稲の穂』の観念が生ずるものである。そうとす

れば，本願商標と引用商標とを比較するに，全体の外観上の比較において

は，相違するところがあるとしても，両商標は，自他役務の出所識別標識と

して機能する『ＭＩＺＵＨＯ』の文字を同じくするから，その外観，称呼及

び観念のいずれの点から見ても，互いに相紛れるおそれのある類似の商標で

あるといわざるを得ない。」（審決書４頁３６行～４頁９行）と判断した。

しかし，以下のとおり，本件審決の上記判断の前提となった認定には誤り

があること，原出願の審査経緯や過去の登録例・裁判例と齟齬していること

から，本件審決の上記判断は誤りである。

なお，本件審決における，①「ＭＩＺＵＨＯ」の文字は，「みずみずしい

稲の穂」の意味を有する漢字「瑞穂」の字音の欧文字表記であるとの認定，

②インターネット(the Internet)が「ｎｅｔ」（ネット）と略称され，本願

商標の構成文字中の「ＮＥＴ」の文字部分は，「インターネット」に通ずる

英語「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ」の略称「ｎｅｔ」の大文字表記と認識されるとみ

るのが自然であるとの認定，③本願の指定役務中「生命保険契約の締結の媒

介に関する情報の提供，生命保険の引受けに関する情報の提供，損害保険契

約の締結の代理に関する情報の提供，損害保険に係る損害の査定に関する情

報の提供，損害保険の引受けに関する情報の提供」（以下，これらの役務

を「保険業務」という。）等に係わる業界では，インターネットを通じて生

命保険，損害保険等に関する情報の提供が行われている実情にあるとの認定

は，いずれも認める。

(1) 判断の前提となる認定の誤り

ア 本件審決は，「本願商標は，『ＭＩＺＵＨＯ．ＮＥＴ』の文字を標準

文字で書してなるものであるところ，その構成中の『ＭＩＺＵＨＯ』の

文字と『ＮＥＴ』の文字との間には，『．』（ピリオド）が存在するこ
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とから，視覚上『ＭＩＺＵＨＯ』の文字と『ＮＥＴ』の文字とに分離し

て看取される。」（審決書３頁２１行～２４行）と認定した。

しかし，本願商標が上記のように看取されることは，知らない。

なお，原告は，平成９年４月，ドメイン名「ｍｉｚｕｈｏ．ｎｅｔ」

を取得した（甲１１）が，同ドメイン名は，インターネットのＩＰアド

レスとドメイン名を結び付けるＤＮＳ（Domain Name System）の仕組み

上，一体不可分のものである（甲１２）。

イ 本件審決は，原出願の拒絶査定不服審判（不服２００３－５８２１号

事件）に係る審決（以下「別件審決」という。）の取消訴訟（知的財産

高等裁判所平成１７年（行ケ）第１０７５６号事件。以下「別件訴訟」

という。）について，知的財産高等裁判所が平成１８年５月３０日にし

た判決（以下「別件判決」という。甲２の２）に言及し，本願商標の「

前半部の『ＭＩＺＵＨＯ』は，ドメインの使用者の組織名を表し，後半

部の『．ＮＥＴ』の文字部分は，組織種別としてネットワーク事業者を

示すコード『．ｎｅｔ』を大文字で表したものである」（審決書３頁２

８行～３０行）と認定した。

しかし，以下のとおり，本件審決の上記認定は誤りである。

(ア) いわゆる「ｎｅｔ」ドメインでは，「使用者の組織名」のみでな

く，プロバイダー名（電気通信事業者の役務名）など，組織名とは別

の「サービス名」を用いることもある（甲１４～１８〔枝番号の表記

は省略することがある。以下，同じ。〕）から，本件審決が，本願商

標の前半部がドメインの「使用者の組織名」を表すとした点には，根

拠がない。

(イ) 組織種別としてのネットワーク事業者を示すコードは「ｎｅｔ」

の３文字であり，慣習として「．ｎｅｔ」が用いられている（甲６）

のであるから，本件審決が，本願商標の「後半部の『．ＮＥＴ』の文
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字部分は，組織種別としてネットワーク事業者を示すコード『．ｎｅ

ｔ』を大文字で表したものである」とした点は，後半部の『ＮＥＴ』

の文字部分は，組織種別としてネットワーク事業者を示すコード『ｎ

ｅｔ』を大文字で表したものである」とすべきである。

ウ 本件審決は，別件判決において，「引用商標が，みずほフィナンシャ

ルグループの取扱いに係る役務『銀行業務』及び『証券業務』に使用さ

れて，遅くとも本件出願時に，取引者・需要者間において広く認識され

ており，かつ，その状態が現在においても継続していることは，当事者

間に争いがない。」旨判示されていることに言及した上，「そして，該

銀行では，『インターネット・バンキング，インターネットを通じて行

う個人年金保険，一時払終身保険等に係る情報の提供』等のサービスを

行っていることが認められる（http://www.mizuhobank.co.jp/参照）。

そうとすれば，本願の指定役務中，例えば『生命保険契約の締結の媒介

に関する情報の提供，生命保険の引受けに関する情報の提供，損害保険

契約の締結の代理に関する情報の提供，損害保険に係る損害の査定に関

する情報の提供，損害保険の引受けに関する情報の提供』と上記『銀行

業務』とは密接な関連を有するものと認められる。」（審決書４頁２８

行～３５行）と説示した。

本件審決の上記説示の趣旨は，「保険業務」も「『銀行業務』とは密

接な関連を有する」ことから，引用商標が，みずほフィナンシャルグル

ープ及びその関係者により，「銀行業務」及び「証券業務」に加え，「

保険業務」にも使用されて，遅くとも本願出願時に，取引者・需要者間

において広く認識されており，かつ，その状態が本件審決時においても

継続しているという趣旨と理解されるが，本件審決がそのような認定を

したとすれば，以下のとおり，それは誤りである。

一般に，銀行では，平成１３年４月に一部の保険商品の取扱いが認め
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られるようになった後，段階的に規制が解除され，平成１９年１２月に

保険商品の銀行窓口での販売が全面解禁となったものであり，みずほフ

ィナンシャルグループのウェブサイトにおいても，みずほ銀行の前身（

第一勧業銀行及び富士銀行）において，平成１３年４月に保険商品の取

扱いが開始されたとされている（甲９の１）。

したがって，引用商標が，保険業務について，取引者・需要者間にお

いて広く認識されていることは，本件審決時には認められるものの，本

願出願時には認められない。

(2) 原出願の審査経緯，登録例及び裁判例との齟齬

ア 原出願の審査経緯との齟齬

(ア) 特許庁は，原出願について，平成１５年２月２１日付けで拒絶査

定をしたが，その理由は，次のとおりであった。

ａ 原出願に係る商標は，登録第３０００９０２号商標，登録第４４

５１４４６号商標，登録第４４５７７４５号商標，登録第４４７４

９１０号商標，登録第４４７４９１１号商標，登録第４５４７２４

１号商標（引用商標），登録第４４５７７４６号商標，登録第４４

７４９１２号商標及び登録第４４７８３８３号商標と同一又は類似

であって，その商標に係る指定商品（指定役務）と同一又は類似の

商品（役務）について使用するものであるから，商標法４条１項１

１号に該当する。

ｂ 原出願に係る商標は，株式会社みずほホールディングス（以下「

みずほホールディングス」という。）が自己の取扱いに係る役務（

例えば，預金の受入れ〔債権の発行により代える場合を含む。〕及

び定期預金の受入れ等）に使用して広く認識されている「ＭＩＺＵ

ＨＯ」の文字を，その構成中に有してなるものであるから，これを

原告が指定役務に使用するときは，あたかもみずほホールディング
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スと何らかの関係を有する者の業務であるごとく，役務の出所につ

いて混同を生じさせるおそれがあるものと認められるから，商標法

４条１項１５号に該当する。

(イ) 原告が上記(ア)の拒絶査定を不服として，審判（不服２００３－

５８２１号事件）を請求したところ，特許庁は，平成１７年４月２２

日発送の「審尋」により，原告に対し，次のとおり通知した。

ａ 原出願に係る商標は，その構成中に「ＭＩＺＵＨＯ」の文字を有

するところ，同文字は，平成１２年９月にみずほホールディングス

の設立により発足したみずほフィナンシャルグループが自己の取り

扱いに係る役務（例えば，預金の受入れ〔債権の発行により代える

場合を含む。〕及び定期預金の受入れ等）に使用して，我が国の一

般世人に広く認識され周知著名性の程度が極めて高い表示である「

ＭＩＺＵＨＯ」の文字と共通するものであるから，原出願に係る商

標の文字部分に「ＭＩＺＵＨＯ」の文字以外の文字部分が付加され

ていたとしても，取引者・需要者は「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分に

着目するというべきであり，これを原告が指定役務中の第３６類の

役務に使用するときは，あたかも上記グループと何らかの関係を有

する者の業務であるごとく，役務の出所について混同を生じされる

おそれがあるものと認められるから，商標法４条１項１５号に該当

する。

ｂ 上記ａの拒絶理由は，指定役務から「第３６類」に属する役務を

すべて削除した場合には解消する。

(ウ) 特許庁は，上記(イ)の審判について，平成１７年９月１３日，請

求不成立とする別件審決をしたが，その理由は，次のとおりであっ

た。

原出願に係る商標は，その指定役務中「第３６類」の「預金の受入
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れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れに

関する情報の提供，資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提

供，内国為替取引に関する情報の提供，債務の保証及び手形の引受け

に関する情報の提供，有価証券の貸付けに関する情報の提供，金銭債

権の取得及び譲渡に関する情報の提供，有価証券・貴金属その他の物

品の保護預かりに関する情報の提供，両替に関する情報の提供，金融

先物取引の受託に関する情報の提供，金銭・有価証券・金銭債権・動

産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託

の引受けに関する情報の提供，債券の募集の受託に関する情報の提

供，外国為替取引に関する情報の提供」について，商標法４条１項１

５号に該当する。

(エ) 原告は，原出願から本願を分割出願した後，平成１８年１０月４

日付けの手続補正書により，指定役務を別紙役務目録１記載のとおり

とする補正をし，これにより，別件審決において拒絶の理由とされた

役務を，本願の指定役務から削除した。

なお，別件訴訟の口頭弁論期日において，特許庁長官の指定代理人

は，別件審決が拒絶の理由とした指定役務が削除されていれば，原出

願は登録されていた旨の発言をした。

(オ) 以上のような原出願の審査経緯に照らし，本願を拒絶すべき理由

はないというべきである。

イ 登録例との齟齬

次のとおり，先後願の関係にある「ＭＩＺＵＨＯ」の文字等からなる

商標（後記(ア)ａ，(イ)ｂ，(ウ)ｂ。以下，これらをまとめて「ＭＩＺ

ＵＨＯ商標」ということがある。）と「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ」と標準

文字で書してなる商標（後記(ア)ｂ，(イ)ａ，(ウ)ａ。以下，この商標

を「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ商標」ということがある。）がともに登録さ
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れており，特許庁は，両商標が役務の出所の混同を生じるおそれがない

と判断しているといえる。

ところで，本件審決の論理によれば，「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ商標」

の構成中の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字と「ＮＥＴ」の文字との間には，「

」（空白）が存在することから，視覚上「ＭＩＺＵＨＯ」の文字と「

ＮＥＴ」の文字とに分離して看取されることになるはずである。ま

た，「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ商標」の構成中の「ＮＥＴ」の文字部分

は，「インターネット」の略称，あるいは，ネットワーク事業者（電気

通信事業者）が用いるものであるということになるものと考えられる。

しかるに，特許庁は，「ＮＥＴ」の文字のある「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥ

Ｔ商標」と「ＮＥＴ」の文字のない「ＭＩＺＵＨＯ商標」とをともに登

録商標としたのであるから，両商標が商標法４条１項各号の関係にない

と判断したものといえる。

そうすると，仮に，本願商標の構成中の「ＮＥＴ」の文字部分が，「

インターネット」の略称，あるいは，ネットワーク事業者（電気通信事

業者）が用いるものであるとされ，「ＭＩＺＵＨＯ」の文字と「ＮＥ

Ｔ」の文字とに分離して看取されることになるとしても，「ＭＩＺＵＨ

Ｏ ＮＥＴ商標」と同様に，「ＭＩＺＵＨＯ商標」と並存することが許

されるはずであり，本願は登録されてしかるべきである。

(ア) 「ＭＩＺＵＨＯ」と「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ」

ａ 先願商標

平成１１年１２月１６日の登録出願に係る「ＭＩＺＵＨＯ」と標

準文字で書してなる登録商標（登録第４４７８３８３号，登録第４

５４７２４１号〔引用商標〕，登録第４４５７７４５号，登録第４

４５７７４６号，登録第４４７４９１０号，登録第４４５１４４６

号，登録第４４７４９１１号，登録第４４７４９１２号〔甲１０の
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１～８〕）

ｂ 後願商標

平成１２年１１月８日の登録出願に係る「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥ

Ｔ」と標準文字で書してなる商標（登録第４６５６１３１号〔甲１

０の９〕）

(イ) 「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ」と別紙商標目録記載１の構成（以下「

ＭＩＺＵＨＯブランドロゴ」という。）

ａ 先願商標

平成１２年１１月８日の登録出願に係る「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥ

Ｔ」と標準文字で書してなる商標（登録第４６５６１３１号〔甲１

０の９〕）

ｂ 後願商標

平成１３年７月１９日の登録出願に係る「ＭＩＺＵＨＯブランド

ロゴ」からなる商標（登録第４６１３５４６号〔甲１０の１０〕）

(ウ) 「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ」と別紙商標目録記載２の構成（以下「

ＭＩＺＵＨＯ／みずほ」という。）

ａ 先願商標

平成１２年１１月８日の登録出願に係る「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥ

Ｔ」と標準文字で書してなる商標（登録第４６５６１３１号〔甲１

０の９〕）

ｂ 後願商標

平成１８年７月２５日の登録出願に係る「ＭＩＺＵＨＯ／みず

ほ」からなる商標（登録第５０３６２８０号〔甲１０の１１〕）

ウ 裁判例との齟齬

知的財産高等裁判所は，次の裁判例（後記(ア)ａ，ｂ，ｃ，(イ)ａ，

ｂ）において，「みずほねっと」と標準文字で書してなる商標（以下「
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みずほねっと商標」ということがある。）を構成する「みずほねっと」

の文字は一体不可分であるとして，「ＭＩＺＵＨＯ商標」とは役務の出

所について混同を生ずるおそれはないと判示した。

これらの裁判例は，「みずほねっと商標」は，その構成中の「みず

ほ」の文字部分から「ミズホ」の称呼及び「みずみずしい稲の穂」の観

念が生ずるか否か，また，「みずほねっと商標」と「ＭＩＺＵＨＯ商

標」（その構成中の「ＭＩＺＵＨＯ」等の欧文字から，「ミズホ」の称

呼及び「みずみずしい稲の穂」の観念が生ずる。）とは，自他役務の出

所識別標識として機能する「ＭＩＺＵＨＯ」の文字を同じくするから，

互いに相紛れるおそれのある類似の商標であるか否かについて判断し，

これを否定した。なお，これらの裁判例は，「みずほねっと商標」の構

成中の「ねっと」の文字部分について，欧文字で「ＮＥＴ」あるいは片

仮名で「ネット」と表記されていた場合とは異なるという理由で，「イ

ンターネット」の略称，あるいは，ネットワーク事業者（電気通信事業

者）が用いるものであるとは認識されないと判断したものではない。

「みずほねっと商標」を構成する「みずほねっと」の文字は一体不可

分であり，その前半の「みずほ」の文字部分は自他役務の識別標識とし

ての機能を有さないとしたこれらの裁判例に照らし，本願商標の前半部

の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分も自他役務の識別標識としての機能を有

さないというべきである。

(ア) 知的財産高等裁判所第４部判決

ａ 平成１９年（行ケ）第１００４６号事件・平成１９年９月１３日

判決（甲２１の１）

ｂ 平成１９年（行ケ）第１００４７号事件・平成１９年９月１３日

判決

ｃ 平成１９年（行ケ）第１０１１４号事件・平成１９年９月１３日
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判決

なお，最高裁判所は，平成２０年２月１日，上記各判決を不服とす

る上告を棄却し，上告受理申立てを不受理とした。

(イ) 知的財産高等裁判所第１部判決

ａ 平成１９年（行ケ）第１０１８３号事件・平成１９年１０月３１

日判決

ｂ 平成１９年（行ケ）第１０１８４号事件・平成１９年１０月３１

日判決

なお，最高裁判所は，平成２０年２月１０日，上記各判決を不服と

する上告を棄却し，上告受理申立てを不受理とした。

２ 被告の反論

本件審決の認定判断は正当であり，原告主張の違法はない。

(1) 本願商標と引用商標が類似すること

ア 本願商標中の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分が独立して自他役務識別力

を有していること

下記(ア)ないし(ウ)の事実に照らし，本願商標の構成中「ＭＩＺＵＨ

Ｏ」の文字と「．ＮＥＴ」の文字は，分離して把握され得るものである

ところ，前半部の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字は，ドメインの使用者の組織

名と認識されるのに対し，後半部の「．ＮＥＴ」の文字部分は，インタ

ーネット上のアドレス又はインターネットを通じて役務を提供すること

等の意味に理解され，自他役務の識別力として機能しないか，乏しいも

のというべきであるから，本願商標は，「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分が

独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきであ

る。

(ア) 「．ＮＥＴ」の文字は，トップレベルドメイン（ＴＤＬ）の一つ

として日本のみならず世界共通で普遍的に使用されていること（乙
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２）。

(イ) 別件判決でも，「前半部の『ＭＩＺＵＨＯ』は，ドメインの使用

者の組織名を表し，後半部の『．ＮＥＴ』の文字部分は，組織種別と

してネットワーク事業者を示すコード『．ＮＥＴ』を大文字で表した

ものである」旨判示されていること（甲２の２）。

(ウ) 引用商標は，平成１２年９月に第一勧業銀行，富士銀行，日本興

業銀行の３行を統合して，銀行持株会社として，銀行，長期信用銀

行，証券専門会社，その他銀行法により子会社とすることができる会

社の経営管理並びにこれに付帯する業務を行うことを事業目的として

設立されたみずほフィナンシャルグループ（本社：東京都千代田区，

資本金：１兆５４０９億６５００万円）を権利者とするものであると

ころ，同社は，そのグループ会社であるみずほコーポレート銀行，み

ずほ証券，みずほ銀行，みずほ信託銀行等の取扱いに係る役務「銀行

業務」及び「証券業務」を行うものであって，「ＭＩＺＵＨＯ」の文

字を使用している（乙４の１～４）から，同文字は，本件審決時（平

成２０年５月２１日）において，取引者，需要者に広く認識されてい

たものであり，また，現在も同様であること。

イ 本願商標と引用商標との類否判断について

(ア) 外観

本願商標は，前記アのとおり，前半部の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部

分を要部として把握されるものであるから，引用商標と，外観上近似

した印象を与えるものである。

(イ) 称呼及び観念

本願商標は，「ＭＩＺＵＨＯ」の文字と「ＮＥＴ」の文字とが視覚

的に分離されて看取され，また，これらを常に一体不可分のものとし

てのみ把握しなければならない特段の理由もないところ，「ＭＩＺＵ
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ＨＯ」の文字部分は，その指定役務との関係で，みずほフィナンシャ

ルグループに関係するという強い印象を与えるのに対し，「．ＮＥ

Ｔ」の文字部分は，役務の提供の手段として理解・把握されるもので

あって，自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないから，本願

商標は，その構成中の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分より，「ミズホ」

の称呼及び「みずみずしい稲の穂」の観念をも生ずる。

一方，引用商標は，「ＭＩＺＵＨＯ」の文字よりなるものであるか

ら，「ミズホ」の称呼及び「みずみずしい稲の穂」の観念を生ずる。

したがって，本願商標と引用商標とは，「ミズホ」の称呼及び「み

ずみずしい稲の穂」の観念を共通にするものといえる。

(ウ) 取引の実情

下記ａないしｃの事実に照らし，本願商標の指定役務の属する分野

における商取引においては，本願商標の構成中，「．ＮＥＴ」の文字

部分は捨象され，自他役務の識別力を有する「ＭＩＺＵＨＯ」の文字

部分が着目され，同部分より生ずる「ミズホ」の称呼及び「みずみず

しい稲の穂」の観念が取引に資するものである。

なお，仮に，本願商標の構成全体が取引に資することがあるとして

も，そのことから本願商標の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分のみが取引

に資することは否定されない。

ａ ①みずほフィナンシャルグループは，前記ア(ウ)のとおり，銀行

業務及び証券業務を行っていること，②平成７年から平成９年にか

けて，都市銀行がインターネットを通じた電子決済の実用化をにら

んで，顧客情報の漏えい防止や取引の安全性強化に乗り出したこ

と（平成９年〔１９９７年〕１月１３日付け日経金融新聞〔乙３の

２〕），都市銀行がインターネットを使った電子商取引などバンキ

ング業務の実用化に動き出したこと（平成８年〔１９９６年〕１２
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月５日付け毎日新聞〔乙３の３〕），第一生命保険がインターネッ

ト上で同社及び企業グループの各種情報提供サービスを開始するこ

と（平成８年〔１９９６年〕１月２３日付け日刊工業新聞〔乙３の

４〕），インターネットで損害保険商品の案内や資料請求の受け付

けを開始することがそれぞれ報道されていること（平成７年〔１９

９５年〕１０月２５日付け日刊工業新聞〔乙３の５〕）が，それぞ

れ報道されていること，③現在では，みずほフィナンシャルグルー

プ傘下の各社が「ＭＩＺＵＨＯ」の文字を有するドメイン名を取得

し，インターネットを通じて各種情報の提供等のサービスを行って

おり（乙４の３），このうち，みずほ銀行は，ウッブサイトを通じ

て，本願商標の指定役務に係る「保険業務，損害保険業務」等と類

似する「インターネット・バンキング，インターネットを通じて行

う個人年金保険，一時払終身保険等に係る情報の提供」等のサービ

スを行っていること（乙４の５）。

ｂ 本願の指定役務中「生命保険契約の締結の媒介に関する情報の提

供，生命保険の引受けに関する情報の提供，損害保険契約の締結の

代理に関する情報の提供，損害保険に係る損害の査定に関する情報

の提供，損害保険の引受けに関する情報の提供」等に係わる業界で

は，インターネットを通じて生命保険，損害保険等に関する情報の

提供が行われている実情にあること（甲２の５～２の１０，乙５の

１，２）

ｃ ①ネットファイナンスにおけるインターネットの主要な利用目的

の一つが，銀行情報であり，②実際のネットファイナンスにおける

取引としても，銀行取引が最も利用されており，③一般の取引者，

需要者は，ネット銀行，ネット専業銀行を活用していること（乙

２）。
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ｄ ドメイン名を取得する際には，ドメイン名を自社名と一致させる

傾向にあること（乙２）。

(2) 原告の主張に対し

ア 判断の前提となる認定の誤りに対し

(ア) 原告は，原告が取得したドメイン名「ｍｉｚｕｈｏ．ｎｅｔ」

は，ＤＮＳの仕組み上，一体不可分のものであると主張する。

しかし，原告が，上記ドメイン名を取得したことと，本願商標と引

用商標との類否判断は，無関係である。

本願は，一定の役務を指定役務として，「ＭＩＺＵＨＯ．ＮＥＴ」

と標準文字で書してなる本願商標を登録出願するものであるから，同

商標は，自他役務の識別標識として使用することが予定されていると

いうべきであり，また，ドメイン名における「．ｎｅｔ」は，登録者

の組織属性を意味する一般的な表示であるから，ドメイン名の形式を

有する商標についての商標の類否は，取引者，需要者の注意をひく部

分をもって，判断すべきである。

(イ) 原告は，本件審決が，本願商標の前半部がドメインの「使用者の

組織名」を表すとした点には根拠がないと主張する。

しかし，前記(1)のとおり，本願商標は，その構成中前半の「ＭＩＺ

ＵＨＯ」の文字部分が，使用者の組織名を表し，役務の出所表示機能

としての役割を果たすものである。また，本願商標構成中の「．ＮＥ

Ｔ」の文字は，トップレベルドメイン名として，日本のみならず，世

界共通で普遍的に使用されているものであって，自他役務の識別標識

として機能を果たさないといえる。

したがって，本願商標は，「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分が商取引に

資するものである。

(ウ) 原告は，本件審決が，本願商標の「後半部の『．ＮＥＴ』の文字
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部分は，組織種別としてネットワーク事業者を示すコード『．ｎｅｔ

』を大文字で表したものである」とした点は，後半部の『ＮＥＴ』の

文字部分は，組織種別としてネットワーク事業者を示すコード『ｎｅ

ｔ』を大文字で表したものである」とすべきであると主張する。

しかし，本願商標の構成中の「．ＮＥＴ」の文字部分は，トップレ

ベルドメインのラベルであるネットワーク事業者（ネットワーク用）

を示すコード（大文字・小文字の区別はなく，同じ文字とみなされ

る〔乙６の２〕）として，一般に理解・把握されるというべきであ

る（乙６の１）。

(エ) 原告は，引用商標が，保険業務について，取引者・需要者間にお

いて広く認識されていることは，本件審決時には認められるものの，

本願出願時には認められないと主張する。

しかし，原告も認めるとおり，引用商標は，本件審決時（平成２０

年５月２１日）において，保険業務（生命保険契約の締結の媒介に関

する情報の提供，生命保険の引受けに関する情報の提供，損害保険契

約の締結の代理に関する情報の提供，損害保険に係る損害の査定に関

する情報の提供，損害保険の引受けに関する情報の提供）について

も，みずほフィナンシャルグループの使用に係るものとして，取引者

・需要者間に広く認識されていたものである。原告の主張は失当であ

る。

イ 原出願の審査経緯，登録例及び裁判例との齟齬に対し

(ア) 原出願の審査経緯との齟齬に対し

原告の主張は，本件とは別の事件についてのものであり，主張自体

失当である。

なお，原告は，特許庁長官の指定代理人が，別件審決が拒絶の理由

とした指定役務が削除されていれば，原出願は登録されていた旨の発
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言をした旨主張するが，そのような事実はない。

(イ) 登録例及び裁判例との齟齬に対し

「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ商標」は本願商標とは，「．」の有無にお

いて異なること，「みずほねっと商標｣は本願商標とは，商標の構成態

様において相違することからすれば，原告が指摘する登録例及び裁判

例は，いずれも本願商標とは事案を異にするものというべきである。

第４ 当裁判所の判断

当裁判所は，本願商標と引用商標が類似するとした本件審決の認定判断に

誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は，以

下のとおりである。

１ 商標の類否判断の基準について

商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務

に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与

える印象，記憶，連想等を総合して，その商品又は役務に係る取引の実情を

踏まえつつ全体的に考察すべきものであり（最高裁昭和３９年（行ツ）第１

１０号昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参

照），複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて，商

標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そ

のものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は

役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合

や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認め

られる場合などを除き，許されないというべきである（最高裁昭和３７年（

オ）第９５３号昭和３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１

６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷

判決・民集４７巻７号５００９頁，及び最高裁判所平成１９年（行ヒ）第２

２３号平成２０年９月８日第二小法廷判決・裁判所時報１４６７号３２５頁
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参照）。

そこで，上記の観点から本件について検討する。

２ 本願商標と引用商標との類否について

(1) 本願商標の特徴（出所識別標識として印象を与える部分）

ア 本願商標の構成

本願商標は，「ＭＩＺＵＨＯ．ＮＥＴ」の文字を標準文字で書してな

るものである（前記第２の１）。

(ア) 本願商標の上記構成について観察すると，「ＭＩＺＵＨＯ」の文

字部分と「ＮＥＴ」の文字部分の間に「．」（ピリオド）が存するこ

とから，両文字部分は視覚的に分離して看取されるということができ

る。

この点，原告は，本願商標が上記のように看取されることは，知ら

ないとした上，原告が取得したドメイン名「ｍｉｚｕｈｏ．ｎｅｔ」

は，インターネットのＩＰアドレスとドメイン名を結び付けるＤＮ

Ｓ（Domain Name System）の仕組み上，一体不可分のものであると主

張するが，ドメイン名が一体不可分のものであるか否かと，本願商標

の上記各文字部分が視覚的に分離して看取されるか否かは，別の問題

であるから，原告の主張は上記認定を左右するものではない。

(イ) 本件審決時（平成２０年５月２１日）において，引用商標は，保

険業務（生命保険契約の締結の媒介に関する情報の提供，生命保険の

引受けに関する情報の提供，損害保険契約の締結の代理に関する情報

の提供，損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供，損害保険の

引受けに関する情報の提供）について，みずほフィナンシャルグルー

プの使用に係るものとして，取引者・需要者間に広く認識されていた

ことは，原告も認めるところであって，当事者間に争いがない。

そうすると，保険業務を指定役務に含む本願商標は，その構成中
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の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分が，みずほフィナンシャルグループに

関係するという強い印象を与えるものというべきである。

この点，原告は，いわゆる「ｎｅｔ」ドメインでは，「使用者の組

織名」のみでなく，「サービス名」を用いることもあるから，本件審

決が，本願商標の前半部がドメインの「使用者の組織名」を表すとし

た点には，根拠がないと主張する。しかし，「ｎｅｔ」ドメイン一般

において，「サービス名」が用いられることが少なくないとしても，

既に説示したとおり，本願商標の構成中の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部

分が，みずほフィナンシャルグループに関係するという強い印象を与

えるものであり，原告の上記主張はこの点の判断を左右するものでは

ない。

また，原告は，本願出願時には，引用商標が，保険業務について，

取引者・需要者間において広く認識されているとはいえないと主張す

る。しかし，商標法４条１項１１号該当性は，特許庁が登録出願につ

いて処分（査定又は審決）をした時点を基準（本件については本件審

決時）として判断すべきであるから，本願出願時を問題にする原告の

上記主張は，主張自体失当である。

(ウ) 証拠及び弁論の全趣旨によれば，一般に，①インターネット(the

Internet)が「ｎｅｔ」（ネット）と略称されること（乙１，甲２の

３）②「．ｎｅｔ」の表記は，分野別トップレベルドメイン（ｇＴＬ

Ｄ）の一つとして，我が国はもとより，世界中で普遍的に使用されて

いること（乙２，乙６の１），③ドメイン名のうち，ラベル（ピリオ

ドで区切られた部分）中では大文字・小文字の区別はないこと（乙６

の２）が，それぞれ認められる。

そうすると，本願商標の構成中の「ＮＥＴ」の文字部分は，「イン

ターネット」に通ずる英語「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ」の略称「ｎｅｔ」の
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大文字表記と認識され，また，本願商標の構成中の「．ＮＥＴ」の文

字部分は，トップレベルドメイン名である「．ｎｅｔ」の大文字表記

と認識されるというべきであるから，本願商標の構成中の「ＮＥＴ」

ないし「．ＮＥＴ」の文字部分は，取引者，需要者において，独立し

て役務の出所識別標識として認識されるものではないといえる。

この点，原告は，組織種別としてのネットワーク事業者を示すコー

ドは「ｎｅｔ」であり，慣習的に「．ｎｅｔ」が用いられているにす

ぎないから，本件審決が，本願商標の「後半部の『．ＮＥＴ』の文字

部分は，組織種別としてネットワーク事業者を示すコード『．ｎｅｔ

』を大文字で表したものである」とした説示は誤りであると主張す

る。しかし，ネットワーク事業者を示すコードが「ｎｅｔ」である

か，「．ｎｅｔ」であるかによって，本願商標の構成中の「ＮＥＴ」

ないし「．ＮＥＴ」の文字部分は，取引者，需要者において，独立し

て役務の出所識別標識として認識されるものではないという上記判断

が左右されるものではないので，原告の主張は採用の限りでない。

(エ) 以上によれば，本願商標は，その構成中の「ＭＩＺＵＨＯ」の文

字部分が，取引者，需要者に対し，役務の出所識別標識として強く支

配的な印象を与える部分と認められる。

イ 本願商標の称呼・観念

前記アのとおり，本願商標は，その構成中の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字

部分が，取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な

印象を与えるものであるから，本願商標からは「ミズホ」との称呼及

び「みずみずしい稲の穂」の観念が生ずるといえる。

(2) 引用商標の特徴及び本願商標との類否判断

ア 引用商標の特徴

引用商標は，「ＭＩＺＵＨＯ」と標準文字で書してなる商標であり，
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これからは，「ミズホ」の称呼及び「みずみずしい稲の穂」の観念が生

ずる。

イ 本願商標と引用商標との対比

本願商標と引用商標とを対比すると，①本願商標は，「ＭＩＺＵＨ

Ｏ」の文字部分と「ＮＥＴ」の文字部分が視覚的に分離して看取される

ところ，前者の文字部分の長さは，後者の文字部分の２倍近くあるこ

と，②本願商標における「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分が，取引者，需要

者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであ

るから，本願商標からは，引用商標と同じく，「ミズホ」との称呼及

び「みずみずしい稲の穂」の観念が生ずること，③本願商標における「

ＮＥＴ」又は「．ＮＥＴ」の文字部分は，取引者，需要者において，独

立して，役務の出所識別標識として認識されるものではないことに照ら

すならば，本願商標と引用商標とは，「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分にお

いて共通するものであって，同一の称呼及び観念を生ずるものであり，

また，外観上も共通するところがあるといえる。

ウ 取引の実情

本願商標は，前記(1)で検討したとおり，「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分

が，取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象

を与えるものであること，本願商標における「ＮＥＴ」又は「．ＮＥ

Ｔ」の文字部分は，取引者，需要者において，独立して，役務の出所識

別標識として認識されるものではないことに照らすならば，取引に当た

り，本願商標に接する取引者，需要者は，「ＮＥＴ」又は「．ＮＥＴ」

の文字部分ではなく，「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分に着目するものと認

められる。

エ 小括

以上によれば，本願商標と引用商標とは，その外観，称呼，観念の共
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通性及び取引の実情に照らして，相紛れるおそれのある類似する商標で

あると認めるのが相当である。

３ 原告の主張に係る原出願の審査経緯，登録例及び裁判例について

原告は，原出願の審査経緯，登録例及び裁判例に照らし，本願を拒絶すべ

き理由はないと主張する。

しかし，以下のとおり，原告の上記主張はいずれも失当である。

(1) 原告の主張に係る原出願の審査経緯について

原告は，原出願の審査経緯に照らせば，本願を拒絶すべき理由はないと

主張する。

しかし，そもそも，原告の主張に係る原出願の審査経緯は，本願につい

ての審査・審判の手続ではないこと，別件審決において判断された原出願

の拒絶理由（商標法４条１項１５号違反）と本件審決において判断された

本願の拒絶理由（商標法４条１項１１号違反）とは別の理由であり，判断

の基準時点も異なることから，仮に，原出願について原告が主張するとお

りの経緯があったとしても，そのことから直ちに本願を拒絶すべきものと

した本件審決の判断が誤りであるとはいえない。原告の主張は採用するこ

とができない。

(2) 原告の主張に係る登録例について

原告は，特許庁が，「ＭＩＺＵＨＯ商標」と「ＭＩＺＵＨＯ ＮＥＴ商

標」をともに登録商標としたことからすれば，本願も登録されてしかるべ

きであると主張する。

しかし，登録出願に係る商標が登録され得るものであるか否かの判断

は，個々の商標ごとに個別具体的に検討，判断されるべきものであるとこ

ろ，原告主張の事例は，本件とは事案を同一にするものではないこと，同

事例における特許庁の取扱いは未だ司法審査を経たものではないことから

すれば，本願商標が商標法４条１項１１号に該当するか否かについての判
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断が，原告の主張に係る登録例が存在するという事実によって左右される

ものではない。原告の上記主張は採用することができない。

(3) 原告の主張に係る裁判例について

原告は，「みずほねっと商標」を構成する「みずほねっと」の文字は一

体不可分であるとして，「ＭＩＺＵＨＯ商標」とは役務の出所について混

同を生ずるおそれはないとした知的財産高等裁判所の裁判例を指摘し，本

願商標の前半部の「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分も自他役務の識別標識とし

ての機能を有さないというべきであると主張する。

しかし，前記(2)のとおり，登録出願に係る商標が登録され得るものであ

るか否かの判断は，個々の商標ごとに個別具体的に検討，判断されるべき

ものであるところ，「みずほねっと商標」に関する原告主張の裁判例

は，「ＭＩＺＵＨＯ」の文字部分と「ＮＥＴ」ないし「．ＮＥＴ」の文字

部分が分離して看取される本願商標とは，事案を異にするから，原告の上

記主張は採用することができない。

４ 結論

原告はその他縷々主張するが，いずれも理由がない。

以上のとおりであるから，原告の主張はいずれも理由がなく，他に本件審

決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって，原告の本件請求は理由がないから，これを棄却することとし，主

文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明
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裁判官 齊 木 教 朗

裁判官 嶋 末 和 秀
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（別紙）

役 務 目 録 １

第３６類

「商品市場における先物取引の受託に関する情報の提供，生命保険契約の締結

の媒介に関する情報の提供，生命保険の引受けに関する情報の提供，損害保険

契約の締結の代理に関する情報の提供，損害保険に係る損害の査定に関する情

報の提供，損害保険の引受けに関する情報の提供，保険料率の算出に関する情

報の提供，建物の管理に関する情報の提供，建物の貸借の代理又は媒介に関す

る情報の提供，建物の貸与に関する情報の提供，建物の売買に関する情報の提

供，建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供，建物又は土地の鑑定評価

に関する情報の提供，土地の管理に関する情報の提供，土地の貸借の代理又は

媒介に関する情報の提供，土地の貸与に関する情報の提供，土地の売買に関す

る情報の提供，土地の売買の代理又は媒介に関する情報の提供，建物又は土地

の情報の提供，骨董品の評価に関する情報の提供，美術品の評価に関する情報

の提供，宝玉の評価に関する情報の提供，企業の信用に関する調査に関する情

報の提供，税務相談に関する情報の提供，税務代理に関する情報の提供，慈善

のための募金に関する情報の提供，中古自動車の評価に関する情報の提供，紙

幣・硬貨計算機の貸与に関する情報の提供」
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役 務 目 録 ２

第３６類

「預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む）及び定期積金の受入

れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受

け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の

物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・

動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受

け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業務，割賦購入あっせ

ん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券の売

買，有価証券指数等先物取引，有価証券オプション取引及び外国市場証券先物

取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及

び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価

証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託

の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び

外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有

価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報

の提供，商品市場における先物取引の受託，生命保険契約の締結の媒介，生命

保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害

保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建

物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評

価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地

の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の

評価，宝玉の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，株式未公開

企業の株式への投資，有価証券私募の取扱い，公社債の払込金の受入及び元利
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金支払の代理，証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の

代理，株式事務の取次ぎ（転換社債等の転換請求の取次ぎ及び新株引受権付社

債の新株引受権の行使に関する代理を含む），有価証券に関する常任代理，商

品投資契約の締結またはその代理もしくは媒介，商品投資受益権の販売または

その代理もしくは媒介，資金の貸付けの媒介，有価証券に係る投資顧問契約に

基づく助言，投資一任契約に基づき顧客のために行う有価証券の売買指図，証

券投資信託に係る信託財産の運用指図，証券投資信託受益証券の発行・募集・

売出し，証券投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払

い，有価証券に係わる投資に関する助言，証券・金融市場に関する情報の提

供，金融に関する情報の提供，財務に関する助言及び指導，担保附社債の信託

の引受け，国債証券等の売買の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における

国債証券等の売買取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，国債証券等の引受け，

国債証券等の売出し，国債証券等の募集又は売出しの取扱い，国債証券等及び

外国国債証券に係る先物・オプション関連取引の媒介・取次ぎ又は代理，国債

証券等及び外国国債証券に係る先物・オプション関連取引の委託の媒介・取次

ぎ又は代理，紙幣・硬貨計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸

与，現金自動支払い機・現金自動預け払い機の現金カートリッジの交換・回収

及び現金の管理，磁気を用いて健康の維持及び増進を図る科学に関する調査又

は研究に対する助成金の給付，ＩＣカード方式による電子マネー利用者に代わ

ってする少額支払代金の清算，オフバランス取引・その他の投資リスク及び資

産運用に関するコンサルティング，キャッシュカードの発行の代行，クレジッ

トカードの会員契約の締結の媒介，クレジットカードの信用保証，財産の管理

・運用・保全，財産形成に関する助言，財務に関する情報の提供，紙幣・硬貨

の金種別整理，貸金庫の提供，証券取引法に係る金地金の売買の媒介・取次ぎ

及び代理並びに保管，保護預り公共債を担保とする資金の貸付け，譲渡性預金

及び円建銀行引受手形の売買・売買の媒介・取次ぎ及び代理，金信託・遺言信
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託その他の信託の引受，株式払込金・株式配当金・公社債元利金の支払の代

行，金投資口座の募集，有価証券に係る投資一任契約に基づく助言，債券市況

に関する情報の提供，通信による為替取引，通信による金融情報の提供」
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役 務 目 録 ３

「商品市場における先物取引の受託に関する情報の提供，生命保険契約の締結

の媒介に関する情報の提供，生命保険の引受けに関する情報の提供，損害保険

契約の締結の代理に関する情報の提供，損害保険に係る損害の査定に関する情

報の提供，損害保険の引受けに関する情報の提供，保険料率の算出に関する情

報の提供，建物の管理に関する情報の提供，建物の貸借の代理又は媒介に関す

る情報の提供，建物の貸与に関する情報の提供，建物の売買に関する情報の提

供，建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供，建物又は土地の鑑定評価

に関する情報の提供，土地の管理に関する情報の提供，土地の貸借の代理又は

媒介に関する情報の提供，土地の貸与に関する情報の提供，土地の売買に関す

る情報の提供，土地の売買の代理又は媒介に関する情報の提供，建物又は土地

の情報の提供，骨董品の評価に関する情報の提供，美術品の評価に関する情報

の提供，宝玉の評価に関する情報の提供，企業の信用に関する調査に関する情

報の提供，慈善のための募金に関する情報の提供，紙幣・硬貨計算機の貸与に

関する情報の提供」
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（別紙）

商 標 目 録

１ 登録第４６５６１３１号商標の構成

２ 登録第５０３６２８０号商標の構成


